
　　申 告 書 の 書 き 方
裏面の注意事項を必ずお読みください

表 面

①住所、氏名等を

記入してください。

④事業所得がある人は裏面の

「８ 事業所得の計算書」から記入し、

内容を転記してください。

②給与、公的年金等収入は、

それぞれの源泉徴収票の収

入額を転記してください。

③生命保険の個人年金はそ

の他収入となります。保険

会社発行の支払い証明書か

ら収入額と必要経費を転記

してください。

※生命保険の払戻金は一時

の収入欄に記入します。

⑤医療費控除は別途「医療費控除の

明細書」を作成のうえ、内容を転記

してください。

⑧扶養親族・特定親族がある場合は、氏名、生年月日や

障がいの有無等について記入してください。

収 入

②公的年金 ⑥社会保険料控除

（源泉徴収票記載分）

⑥社会保険料控除

⑤医療費控除
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や国税庁HP等で

用紙を準備していただき、

記載・添付をお願いします。

（記載要領も上記HP等に載って

いますのでご確認ください）

控 除

⑦生命保険料控除証明

⑦地震保険料控除証明

③生命保険個人年金

裏 面
事業所得がある場合は、収入、経費等の内訳について記入してく

ださい。(表面の青枠内へ転記）
給与・公的年金等以外

の所得に係る市民税・

県民税の納付方法につ

いて選択してください。

※選択がない場合は基

本的に給与から差し引

きになります。

専従者控除がある場合は、専従者についても記入してください。

⑥社会保険料控除は市役所

から送付される納付額証明

等から転記してください。

扶養している家族の分も申

告できます。

ただし、源泉徴収票記載分

は、本人分のみ申告できま

す。源泉徴収票から転記し

てください。

⑦生命保険料、地震保険料

控除は各保険会社から送付

される控除額証明から転記

してください。保険料の区

分に注意してください。

②給与

⑥社会保険料控除

（源泉徴収票記載分）
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　◆注意事項◆

・土地、建物や株式等の譲渡所得、損失の申告等は市民税・県民税申

　告ではできません。税務署へ確定申告書を提出してください。

・各種収入や控除の内容が確認できる源泉徴収票や保険料控除証明書

　などの根拠書類は、一緒に提出してください。

・医療費控除を申告する場合は、医療費控除の明細書(内訳書)を別に

　作成のうえ、一緒に提出してください。その際、ご加入の健康保険

　から送付される医療費通知の内容を記入した場合は医療費通知も一

　緒に提出してください。領収書は個人保管のため、提出しないでく

　ださい。

・各保険料控除は年分と保険料の区分を間違えないよう注意してくだ

　さい。

・本人や扶養家族の障害者控除を申告する場合、障がい者手帳等の写

　しを一緒に提出してください。

・裏面は、事業所得等に関する明細や分離課税対象所得等についての

　申告欄です。給与所得・公的年金所得のみの方であれば、裏面への

　記入は基本的には必要ありません。

・事業専従者欄に記載の親族等は、扶養控除の対象と重複することは

　できません。

・その他、ご不明な点等あれば、税務課市民税係へお問い合わせくだ

　さい。

収入がなかった

非課税収入(遺族年金・障害年金）のみ
の場合

住所、氏名等を記

入してください。

「左記収入なし」に

チェックを入れ、該当する

理由を選択してください。


